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１ 議題
（２）在宅・慢性期領域による特定行為研修修了者の就業者数の目標値について

a.特定行為研修修了者の状況
b.特定行為研修修了者の就業者の状況
c.特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
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全国の特定行為研修修
了者数は4393人であり、
神奈川県は336人である

（２）在宅・慢性期領域による特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
a.特定行為研修修了者の状況（全国と本県/訪問看護ステーション）

特定行為研修修了者数 人数

全国 4393※１

神奈川県 336※２

※２：令和２年度医療従事者届より医療課作成

※１：令和3 年厚生労働省看護師の特定行為に係る研修機関拡充支援事業2021 年度
特定行為研修シンポジウム（令和３年9月）より医療課作成
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就業先は病院が217人
で最も多く、
保健所、都道府県又は
市区町村が1人で最も
少ない

訪問看護ステーション
に就業している特定行
為研修修了者は、
18人である

（２）在宅・慢性期領域による特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
b.特定行為研修修了者の就業者の状況（本県/訪問看護ステーション）

就業先_施設種別 人数

病院 217
診療所 50
訪問看護ステーション 18
介護保険施設等 35
社会福祉施設 9
保健所、都道府県又は市区町村 1
事業所 3
その他 3

合計 336

※令和２年度医療従事者届より医療課作成



4
※医療課 一部修正

イ

ウ

エ

ア

※算出例にある項目を選択し、目標値を算出する
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常勤換算看護職員数５人以上
の訪問看護ステーション数

244
(*１)

常勤看護職員数５人以上の
訪問看護ステーション数

227
(*１)

機能強化型取得
訪問看護ステーション数

70
(*２)

（＊１）令和３年度神奈川県看護職員就業実態調査より医療課作成
（＊２）厚生局届出受理指定訪問看護事業所名簿（令和５年4月1日現在）より医療課作成

神奈川県の状況

訪問看護ステーション（事業所）数

ア.看護師数が常勤換算５名以上の訪問看護ステーション数244、常勤看護職員数５
人以上の訪問看護ステーション227、機能強化型取得訪問看護ステーションは70で
あった

※医療課 一部修正

ア

イ

エ

ウ

（２）在宅・慢性期領域による特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
c.特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
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時間的余裕がない 436

経済的余裕がない 153
令和３年度神奈川県看護職員就業実態調査より医療課作成

神奈川県の状況

訪問看護ステーション（事業所）数 （複数回答可）

事業所に特定行為研修の受講修了者、受講中の
方もしくは受講予定の方がいない理由

イ.“地域の訪問看護ステ―ションの特定行為研修への受講ニーズ調査から算出” は、
神奈川県就業実態調査結果より、事業所に特定行為研修の受講修了者、もしくは受講
予定の方がいない理由は、「時間的余裕がない436」、「経済的余裕がない153」で
あった

※医療課 一部修正

（２）在宅・慢性期領域による特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
c.特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
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神奈川県の状況

ウ.“在宅医療を支える医療機関における同行訪問を行う特定行為研修就業者数”は
現在の調査項目に該当していないため特定できていない

現在は調査項目に該当して
いないため特定できていない

※医療課 一部修正

（２）在宅・慢性期領域による特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
c.特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
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介護老人保健施設 185

特別養護老人ホーム 427

令和３年度神奈川県看護職員就業実態調査より医療課作成

神奈川県の状況

エ.“療養病棟や介護施設等に1名以上配置する場合の就業者数”は、介護老人
保健施設185、特別養護老人ホーム427である

訪問看護ステーション（事業所）数

※医療課 一部修正

（２）在宅・慢性期領域による特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
c.特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
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a.令和４年度訪問看護ステーション実態調査結果より、常勤看護職員数５人以上の訪問看護ステーションは、経営
の安定化と看護の質の向上に繋がる可能性があると考える。（資料３）
b.機能強化型取得の訪問看護ステーションは70であり、このうち看護職員数５人以上は94％である。（資料10）
c.訪問看護ステーションのうち常勤換算看護職員数５人以上は244、常勤看護職員数５人以上は227である（ア）
d.訪問看護ステーションの特定行為研修修了者の就業者数は18人である。（資料４）

本県の考え

以上より、長期的には看護職員数５人以上の規模の訪問看護ステーション244に特定行為研修修了者を各1名配置
することが望ましいと考える。一方、現在、本県の訪問看護ステーションの特定行為研修修了者の就業者数は18
人である。このため、短期的には重症度の高い児、者やターミナル期にある方など多様な背景の利用者を在宅で
受け入れることが可能となる機能強化型訪問看護ステーションに特定行為研修修了者を各1名配置することを優
先したい。

第８次保健医療計画の在宅・慢性期領域 特定行為研修修了者の就業者数の短期的目標値を「ア」の
うち機能強化型訪問看護ステーション数である「70」としたい。なお、実績の評価は、機能強化型
の取得の有無によらず、訪問看護ステーション全体から数値目標の達成度を評価したい。

（２）在宅・慢性期領域による特定行為研修修了者の就業者数の目標値について
c.特定行為研修修了者の就業者数の目標値について


